
【歳入】
 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 101,567 千円

（R2地方消費税交付金予算額　193,900千円×11/21）

【歳出】

千円

(単位：千円)

国(県)
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金
(社会保障
 財源分)

その他

福祉医療給付事業 59,286 20,872 1,300 0 3,719 33,395

障害者福祉事業 227,357 154,493 0 300 7,272 65,292

高齢者福祉事業 195,295 3,460 0 3,113 18,912 169,810

児童福祉事業 218,761 86,979 0 9,501 12,253 110,028

母子福祉事業 1,748 0 0 0 175 1,573

小　　　計 702,447 265,804 1,300 12,914 42,331 380,098

国民健康保険特別会計繰出金 99,754 43,615 0 0 5,626 50,513

後期高齢者医療特別会計繰出金 34,119 25,589 0 0 854 7,676

介護保険事業特別会計繰出金 111,931 889 0 0 11,127 99,915

小　　　計 245,804 70,093 0 0 17,607 158,104

健康増進事業 16,692 1,649 0 2,114 1,296 11,633

がん検診等事業 5,890 0 0 2,012 389 3,489

病院事業会計繰出金 369,926 0 0 648 37,005 332,273

古海診療所特別会計繰出金 1,513 0 0 0 152 1,361

予防対策事業 20,616 269 0 0 2,039 18,308

母子保健事業 7,940 455 0 20 748 6,717

小　　　計 422,577 2,373 0 4,794 41,629 373,781

1,370,828 338,270 1,300 17,708 101,567 911,983
※１

※２

※３ 上記経費については、事務費及び職員の職員給与費等を除いています。

地方消費税交付金（社会保障財源分）の充当状況

　地方消費税交付金のうち消費税引上げに伴う増収分については、「消費税法第１条第２項に
規定する経費（年金、医療、介護、少子化対策）その他の社会保障施策（社会福祉、社会保
険、保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとする」とされています。

　令和２年度信濃町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記の
とおりです。

1,370,828

財 源 内 訳
特 定 財 源  一 般 財 源

合　　　計
地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、地方消費税交付金の令和２年度予算額の21分の11に相当する額。

 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保
障施策に要する経費

区    分
令和２年度
当 初 予 算

社
会
福
祉

社
会
保
険

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、「社会保障４経費」（制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障
給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費）に係る事業へ按分し充当しています。

保
健
衛
生


